
136 
 

 
No.44：災害廃棄物等の再生利用率はどのくらいであったか？ 

関心度：★★★★☆ 
 

環境省公表資料によれば、平成 27 年 2 月末現在で、3 県沿岸市町村における災害廃棄物

の再生利用率は 82%、津波堆積物の再生利用率は 99%である。 

 
 
 

 

出典：環境省資料 
 

災害復旧・復興時 
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No.45：災害廃棄物等の再生利用はどのように行われたか？ 

関心度：★★★★☆ 
 

災害廃棄物対策指針には、災害廃棄物の再資源化の方法例が示されている。 

被災 3 県アーカイブによれば、災害廃棄物の種類ごとに自治体の状況に応じて再資源化が

行われた。公園整備事業や海岸防災林復旧事業、海外堤防復旧工事、防潮堤事業、海岸保

全施設整備事業、港湾環境整備事業、河川工事、治山工事、避難経路整備事業、農地復旧

事業等で活用されている。 

復興資材活用マニュアルや復興資材の有効活用ガイドラインでは、再生利用に当たっての

判定の流れや基準値等がそれぞれ示されている。 

しかしながら、再生資材として利用する際に、使用実績がないことを理由に難色を示される事

例や、復興事業の工程がかみ合わないためストックヤードの確保が必要になった場合もあった。 

 
災害廃棄物対策指針：【技 1-11-3】 

災害復旧・復興時 
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 関連する通知等には以下のものが挙げられる。 

【東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活

用について（平成 24 年 5 月 25 日） http://www.env.go.jp/jishin/attach/no120525001.pdf】 
概要：復旧復興のための公共工事に活用される災害廃棄物由来の再生資材の取扱いについ

て、下記要件等をとりまとめたもの 

 

【東日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず等の造成地等における活用について 

（平成 24 年 6 月 8 日） http://www.env.go.jp/jishin/attach/memo20120608_wood.pdf】 

概要：東日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず等を造成地等で活用することにつ

いての考え方をとりまとめたもの 

 
被災 3 県アーカイブ：【137～144 ページ】 
・災害廃棄物等ごとの再生資材の例は表 3.6.1のとおりである。 
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○セメント工場を利用した再生利用 
岩手県は県内に大規模なセメント工場（太平洋セメント(株)大船渡工場、三菱マテリアル

(株)岩手工場があることから、県内のセメント工場を処理の中核に位置づけた。 
セメント工場に搬入された災害廃棄物は、焼成処理によりセメントとすることができる

ため、そのほとんどが再生資材化された。処理に当たっては災害廃棄物の塩分濃度が高い

ため、セメントとして利用できるようあらかじめ除塩設備を設置し、塩素分を 0.1％以下に

抑えた。また、セメント工場でも土砂分の土工資材化を行い、再生利用を進めた。 

 
 
○コンクリートがら、津波堆積物(土砂分)の再生資材化 

 コンクリートがらは破砕、ふるい選別後、再生砕石 RC-40 等相当品として再生資材化さ

れた。 
 津波堆積物からふるい選別された土砂の細粒分は、有害物質を含まないことを確認した

上で、細砂として再生資材化された。 
 混合廃棄物から選別された不燃物の細粒分は、有害物質を含まないことを確認した上で、

土砂分とともに再生資材化された。 
 これらの再生資材は、港湾の埋立、沈下した地盤の嵩上げ、道路・宅地造成、防波堤築

堤工事など原則として復旧・復興のための公共工事に復興資材として有効活用された。 
○木くず等の再生資材化 

木くずは破砕・選別後、木質チップとして再生利用された。 
柱材、角材、倒木等は破砕後パーティクルボード原料、バイオマスボイラ燃料として再

生利用された。 
○焼却主灰の再生資材化 

宮城県受託処理では、焼却した廃棄物が土砂分を多く含んでいたことから、廃棄物重量

の 3～4 割程度の焼却灰が生成した。焼却灰についてはセメント等と混合し、重金属等の溶

出対策を講じた「造粒固化物」を 42.3 万 t 製造し、再生資材として活用した。 
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復興資材活用マニュアル：【10 ページ】 
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復興資材の有効活用ガイドライン：【23～25 ページ】 
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うまくいかなかった・難しかった事例 

・再生資材の利用について、使用実績がないことから土木系部局から難色を示されたため、

同じ部局内の施設で嵩上げに使用した。再生資材の品質に問題がないことを、他部局に

もしっかり示せるとよい。 

・再生資材が利用可能な状態であっても、盛土材として使用予定の道路工事の時期とタイ

ミングが合わず、すぐに使うことができない場合があった。その場合、使用開始まで再

生資材をストックするスペースが必要となった。 

 
＜関連文献＞ 
・「災害廃棄物焼却主灰を原料とする再生資材の地盤材料利用を対象とした物性評価スキー

ム 第一版」（平成 24 年 12 月、公益社団法人 地盤工学会） 
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No.46：最終処分の対象とした災害廃棄物は、どのような種類か？ 

関心度：★★★★☆ 
 

 被災 3 県アーカイブや各県公表資料によれば、リサイクルや焼却ができなかった不燃物、漁

具・漁網、焼却灰、廃石綿等、腐敗性廃棄物、ガラス・陶磁器くず、瓦くず等を最終処分してい

る。 
 
被災 3 県アーカイブ：【175 ページ】 

 
 
 
 

災害復旧・復興時 


